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独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第三十条の規定により、独立行

政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。）の令和５(2023)年４月１日から令

和10(2028)年３月３１日までの５年間における中期目標を達成するための中期計画

を次のとおり定める。 

 

Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

１ 多様で厚みのある知の創造 

学術研究を支援する我が国唯一の資金配分機関として、多様で厚みのある知を

創造し蓄積できる環境を創出するため、科学研究費助成事業等を確実に実施する。 

 

（１）科学研究費助成事業の充実・強化に資する取組の推進 

科学研究費助成事業（科研費事業）については、科学研究費補助金事業及び学

術研究助成基金事業により実施する。事業の実施に当たっては、文部科学省が定

める基本的考え方・役割分担に基づき、以下により、滞りなく確実に実施する。 

・科研費事業の配分審査、研究評価等を行うために、学術研究に対する高い識

見を有する者で構成する科学研究費委員会を置く。 

・科研費事業の交付等の手続きに関する業務は、文部科学省が定めた規程、通

知に従って行う。 

・科学研究費委員会において、科研費事業の毎年度の審査方針等を、文部科学

省科学技術・学術審議会が示す審査の基本的考え方を踏まえて決定する。 

① 審査・評価の充実 

学術システム研究センター等の機能を活用し、公正な審査委員の選考、透明

性の高い審査・評価システムの構築を行う。 

公募に当たっては、科学研究費委員会において決定した審査方針等について、

研究者等が応募前に確認できるよう広く公表する。 

審査・評価に当たっては、科学研究費委員会に置かれた各部会において、そ

れぞれの研究種目の目的・性格に応じ、厳正に実施する。 

審査・評価の在り方については、審査・評価を実施した研究者等からの意見

や審査の検証結果等を通じてその課題等の把握に努めるとともに審査・評価事

務の効率化等に資するデジタル化の推進に取り組むなど、より一層効果的・効

率的な事業となるよう必要な改善に取り組む。 

② 助成業務の円滑な実施 

科学研究費補助金事業及び学術研究助成基金事業の特性に配慮しつつ、研究

費が有効に活用されるよう早期交付に努める。特に、採否に関する通知は、公

募・審査時期の異なる研究種目を除き、前年度中に確実に行う。 

研究費の交付に当たっては、研究の進捗状況に応じて前倒して使用すること

や次年度以降に使用すること等を可能とするなど、弾力的に運用する。 

③ 研究成果の適切な把握 
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科研費事業の研究課題の研究成果について適切に把握するとともに、産業界

や他の研究機関等において活用できるようホームページ等において広く公開す

る。 

 

（２）総合知の創出等に向けた研究活動等の推進 

文部科学省科学技術・学術審議会の報告等を踏まえつつ、学術の発展や社会的

問題の解決につながる取組を推進する。 

・先導的な人文学・社会科学研究を推進する。 

事業の実施に当たっては、委員会を設けて課題を設定するとともに、研究

の進捗状況等について評価する。また、ホームページへの掲載やセミナー・

シンポジウムの開催等により、広く研究成果を発信する。 

・人文学・社会科学のデータの共有、利活用を促進する総合的な基盤を充実・

強化する。事業の実施に当たっては、委員会を設置し、事業の適切かつ円滑

な運営を図る。 

・大学等のオープンアクセス加速化を支援する国の助成事業について、国の定

めた制度・方針に従い、委員会を設置し、審査等業務を行う。 

 

２ 知の開拓に挑戦する次世代の研究者の養成 

国や分野にとらわれず知の開拓に挑戦する研究者を養成するため、優れた若手

研究者に対して、研究を奨励するための経済的支援及び研さん機会等を提供する

とともに、研究者としてのキャリアステージに応じ、優れた研究能力を有する研

究者の顕彰を行う。これらの取組を通じ、次世代の研究者が将来の活躍の展望を

描ける状況の下で研究に専念することができる環境の整備等に取り組む。 

 

（１）自立して研究に専念できる環境の確保 

大学院博士課程（後期）学生又は博士の学位を有する者で優れた研究能力を有

し、我が国の大学その他の研究機関で研究に専念する若手研究者を「特別研究

員」として採用し、研究を奨励するための支援を実施する。 

支援に当たっては、対象者に応じた多様な採用区分を設け、採用計画を毎年度

整備し、幅広い研究分野における優れた若手研究者を計画的・継続的に採用す

る。また、学術研究分野における男女共同参画を進めるため、出産・育児に配慮

した取組を推進する。 

① 審査の適切な実施 

特別研究員の選考に当たっては、我が国の第一線の研究者を審査委員とする

特別研究員等審査会を設置し、審査の独立性、公正性、透明性を確保するとと

もに、若手研究者の主体性を重視し、目的や対象者層に応じた審査方針により、

厳正な審査を実施する。 

また、学術システム研究センターの機能を活用し、公正な審査委員の選考、

透明性の高い審査システムを構築する。 
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② 事業の評価と改善 

採用期間終了後の就職状況調査や、採用者への支援に関する調査、採用者受

入先への研究活動に関する調査を実施し、学術システム研究センター等の機能

を活用しつつ、事業の実施状況や支援による採用期間中及び採用終了後の効果

等について評価・検証を行う。 

また、これらの評価・検証結果を活かし、学術システム研究センター等での

議論も踏まえ、事業趣旨に留意しながら、運用上又は制度上の改善等を図り、

安定的・効果的に優れた若手研究者を育てる環境を整備する。特に、研究機関

と連携した若手研究者のより安定的・効果的な育成など、制度の改善に取り組

む。 

その他、若手研究者が安定かつ自立して研究を推進できる環境を整備するため

の取組を推進する。 

 

（２）国際舞台で活躍する研究者の養成 

我が国の優れた若手研究者が海外の大学等研究機関において研究に専念できる

よう滞在費等を支給する「海外特別研究員事業」等を計画的・継続的に実施す

る。また、採用期間終了後の就職状況調査や、採用者への支援に関する調査、採

用者受入先への研究活動に関する調査を実施し、学術システム研究センター等の

機能を活用しつつ、事業の実施状況や支給の効果等について必要に応じて評価・

検証を行う。また、これらの評価・検証結果を活かし、学術システム研究センタ

ー等での議論を踏まえ、事業の趣旨に留意しながら、必要に応じ、運用上又は制

度上の改善、環境整備の促進等を図る。 

各種事業における選考審査は、特別研究員等審査会において、審査の独立性、

公正性、透明性を確保しつつ、厳正に実施する。 

学術システム研究センターの機能を活用し、公正な審査委員の選考、透明性の

高い審査システムを構築する。 

 

（３）研究者の顕彰・研さん機会の提供 

優れた研究能力を有する研究者に対する顕彰や、国際的な研さんを積む機会の

提供などの取組を行う。 

① 研究者の顕彰 

我が国の学術研究の発展への寄与が期待される研究者の養成に資するため、

優れた若手研究者を顕彰する「日本学術振興会賞」及び大学院博士課程学生を

顕彰する「日本学術振興会育志賞」を実施する。 

また、生物学研究に顕著な業績を挙げた研究者を顕彰する「国際生物学賞」

に係る事務、野口英世博士の功績に因み、アフリカの医学研究・医療活動分野

において卓越した業績を挙げた研究者を顕彰する「野口英世アフリカ賞」のう

ち医学研究分野の審査業務を担当し、着実に実施する。 

② 国際的な研さん機会の提供 
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我が国と先進諸国やアジア・太平洋・アフリカ諸国等の幅広い若手研究者の

育成及び相互のネットワーク形成を促すため、若手研究者の集中的な討議の機

会を提供するシンポジウム・セミナー等の取組を実施する。 

 

３ 大学等における研究基盤等の強化 

大学等の教育研究基盤を強化するため、大学等における強みや特色等を伸ばす取

組や、グローバル化の取組等への支援に関わる国の助成事業について、審査・評価

等業務を実施する。また、事業による成果等について情報発信を行う。 

 

（１）世界最高水準の研究拠点の形成促進 

国内外の第一線の研究者を引きつける優れた研究環境と高い研究水準を誇る研

究拠点の形成を目的とした国の助成事業について、国の定めた制度・方針に従い、

審査・評価等業務を行うとともに、当該事業で得られた成果の最大化に向けた活

動への支援業務を行う。 

審査・評価等の実施に当たっては以下の取組を行い、審査・評価等の公正性、

透明性を確保するとともに、審査・評価等を行う委員会における国際的な体制を

整備する。 

・審査・評価等を担う委員会の設置 

・審査に関する情報の公表 

・利益相反に配慮した審査の実施 

・審査・評価等終了後の委員名の公表 

・評価結果等の公表 

また、当該事業で得られた成果の最大化に向けた活動への支援業務として、長

期的な視点に立って当該事業全体としてのブランドを維持・向上させる活動を行

うとともに、世界最高水準の研究拠点の形成に係る情報収集・分析や経験・ノウ

ハウの共有・展開を行う。 

 

（２）地域の中核・特色ある研究大学の強化促進 

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成20年法律第63号。

以下「科技イノベ活性化法」という。）第27条の２第１項に基づき、国から交付

される補助金により基金を設け、同項に規定する特定公募型研究開発業務として

行う地域中核・特色ある研究大学強化促進事業について、国の定めた制度・方針

に従い、審査・評価・進捗管理、交付業務及び事業成果の最大化に向けた必要な

支援業務等を行う。 

審査・評価等の実施に当たっては以下の取組を行い、審査・評価等の公正性、

透明性を確保する。 

・審査・評価等を担う委員会の設置 

・審査に関する情報の公表 

・利益相反に配慮した審査の実施 
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・審査・評価等終了後の委員名の公表 

・評価結果等の公表 

また、地域の中核・特色ある研究大学の振興に必要な情報収集・分析を行うと

ともに、経験・ノウハウの共有・展開を図る。その他、事業の成果及び課題につ

いて広く情報発信を行うとともに、当該情報が事業の改善や国における施策の検

討に活用されるよう努める。 

 

（３）大学の教育研究改革等の支援 

大学の学部や大学院の教育研究改革や、大学のグローバル化を支援する国の助

成事業について、審査・評価等実施機関の公募が行われ、振興会の有する審査・

評価等に関する知見が活用できる場合には、当該事業への応募及び実施機関とし

て選定されるよう努め、審査・評価等業務を行う。 

審査・評価等の実施に当たっては国の定めた制度・方針に従うとともに、以下

の取組を行い、審査・評価等の公正性、透明性を確保する。 

・審査・評価等を担う委員会の設置 

・審査に関する情報の公表 

・利益相反に配慮した審査の実施 

・審査・評価等終了後の委員名の公表 

・評価結果等の公表 

また、事業の成果及び課題について情報発信するとともに、当該情報が事業の

改善や国における施策の検討に活用されるよう努める。 

 

４ 国際研究ネットワークの強化 

国際研究ネットワークを構築・強化するため、法人の事業全体を俯瞰し戦略的

に国際的な取組を展開する基盤を整備するとともに、国際的な共同研究や、国際

頭脳循環の活性化等を推進する。 

 

（１）戦略的な国際研究基盤の構築 

振興会が取り組む事業全体を俯瞰し、事業の見直し・再構築も視野に入れた国

際関係事業の今後のあり方を示す総合指針を策定し、これに基づき戦略的に事業

運営を行う。 

国際的な視点による組織運営のために、我が国を代表する資金配分機関として、

諸外国の学術振興機関等との情報交換や連携を強化する。また、海外研究連絡セ

ンターや、振興会事業の経験者による研究者コミュニティ等を活用し、学術国際

交流の持続的な発展を促す。 

 

（２）国際的な研究交流等の促進 

我が国の学術研究における国際競争力の向上のため、以下の取組を行い、国際

的な共同研究等を総合的に推進する。 
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・諸外国の学術振興機関と協調し、国際的な共同研究の実施やセミナー・シン

ポジウムの開催等を支援する。共同研究の推進に当たっては、相手国対応機

関と審査を分担し、審査を一方の機関で行うリードエージェンシー方式等を

活用する。 

・我が国と諸外国の研究教育拠点機関をつなぐ持続的な協力関係の確立のため、

国際研究交流拠点の形成を推進する。 

これらの事業の実施に当たっては、国際事業委員会等において、審査の公正性・

透明性を確保し、厳正な審査を行う。 

 

（３）国際頭脳循環の推進 

様々なキャリアステージにある優秀な研究者の招へい等の取組を計画的・継続

的に実施することにより、国内の大学等研究機関における研究環境の国際化を支

援し、国際頭脳循環の推進に資する。 

加えて、招へいした外国人研究者の協力を得て、我が国の将来を担う高校生等

に科学や国際社会への関心を深める機会を提供する。 

各種事業における選考審査は、国際事業委員会において、審査の独立性、公正

性、透明性を確保しつつ、厳正に実施する。 

学術システム研究センターの機能を活用し、公正に審査委員の選考を行うとと

もに、透明性の高い審査システムを構築する。 

 

５ 学術振興のための支援基盤の強化 

振興会の事業のより一層の高度化に向けて、研究現場の意見を踏まえた業務運

営や、研究現場における男女共同参画の推進、情報分析機能の強化、情報の積極

的な発信及び研究公正の推進等の総合的・横断的な取組を推進する。 

 

（１）研究現場の意見を踏まえた業務運営 

あらゆる学問領域を対象とする振興会の特性に配慮し、学術研究を実際に行う

研究者の意見を踏まえて業務運営を行う。評議員会や学術システム研究センター

等の高い識見に基づく意見等を業務運営に取り入れる等、法人全体の事務・事業

の在り方を不断に見直し、必要な改善に取り組む。 

 

（２）女性研究者の活躍促進等の学術研究の多様性の確保 

学術研究の現場に多様な視点が取り込まれるよう、振興会が行う各事業等の実

施に当たっては、女性研究者の活躍促進等、学術研究の多様性の確保に向けた取

組を行う。 

そのために、前中期目標期間中に策定した「独立行政法人日本学術振興会の事

業に係る男女共同参画推進基本指針」に基づく取組状況を総括しつつ、今中期目

標期間における指針を策定する。その指針に基づき事業を実施し、必要に応じて、

事業の改善等を行う。 

6



 
 

 

（３）学術の振興に資する情報分析等の強化 

学術情報分析センター等を中心に、振興会の諸事業に係る情報を横断的に活用

し、各種事業の動向や成果及び国内外における学術研究に関する動向等を把握・

分析するとともに、諸事業の改善・高度化に資する調査研究を行う。 

また、国等のニーズも踏まえ、我が国の学術の振興に資する分析・検討及び提

案を行う。 

 

（４）情報の発信と成果の普及 

情報発信を効果的に行うことができるよう、ターゲットや重点的・優先的に取

り組む課題等を明確化した広報戦略を策定し、広報機能の強化に取り組む。振興

会が実施する諸事業における活動及びその成果について、多様な媒体を活用して

積極的に情報を発信するとともに、社会への還元と成果の普及を目指す。また、

大学等の学術研究によって生み出された研究の成果について社会に普及・還元す

るとともに、学界と産業界が交流を促進する機会を提供する。 

 

（５）研究公正の推進 

助成・支援事業のマネジメントの一環として、研究費の不合理な重複及び過度

の集中の排除や、不正使用及び不正受給に関する防止策を強化する。このため、

政府等の方針を踏まえ、研究費の不合理な重複及び過度の集中を排除するため、

府省共通研究開発管理システムを活用するとともに、同システムを通じ、審査結

果を他の競争的資金の配分機関に対して迅速に提供する。 

また、研究費の不正使用、不正受給及び研究活動の不正行為を防止するため、

文部科学省との適切な役割分担の下、各研究機関の不正防止に対する取組につい

て、必要に応じ、事業ごとに適切な指導を行う。 

さらに、研究現場における研究倫理教育の高度化を支援する観点から、研究倫

理教育教材の開発・改修を進める。また、研究分野横断的又は研究分野の特性に

応じたセミナー若しくは関係機関と連携したシンポジウムを開催する。 

 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 組織の編成及び業務運営 

理事長のリーダーシップにより、中期目標を達成するため、組織編成と資源配

分について機動的・戦略的な法人運営が可能となるよう、体制整備を行い、業務

の効率化を推進する。 

また、業務の運営に当たっては、科技イノベ活性化法において振興会と同様に

資金配分機関に位置づけられる国立研究開発法人科学技術振興機構と、法人の目

的に留意しつつ緊密に連携・協力して効果的・効率的に事業を実施するととも

に、他の幅広い関係機関との適切な連携・協力関係を構築する。 
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２ 経費等の効率化・合理化 

効率的な運営の追求及び業務・経費の合理化に努め、運営費交付金を充当して

行う事業は、新規に追加されるもの、拡充分は除外した上で、一般管理費（人件

費、公租公課、本部建物借料及び特殊経費を除く。）に関しては、中期目標期間

中、毎事業年度、対前年度予算と比べて１％以上、その他の事業費（人件費、本

部建物借料及び特殊経費を除く。）については、中期目標期間中、毎事業年度、

対前年度予算と比べて１％以上の業務の効率化を図る。 

なお、新規に追加されるものや拡充分は翌年度から同様の効率化を図るものと

する。 

さらに、毎年の運営費交付金額の算定に向けては、運営費交付金債務残高の発

生状況にも留意する。 

また、給与水準については、政府の方針を踏まえ、国家公務員の給与水準を考

慮して厳しく検証を行い、適正化に取り組むとともに、その検証結果や取組状況

を公表する。 

加えて「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成27

年５月25日総務大臣決定）に基づき、毎年度調達等合理化計画を策定し、調達の

現状と要因の分析、重点的に取り組む分野の設定、調達に関するガバナンスの徹

底等の取組を着実に実施することにより、契約の公正性、透明性を確保するとと

もに、外部有識者からなる契約監視委員会を開催することにより契約状況の点検

を徹底することで、調達等の合理化を図る。 

 

３ 業務におけるデジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）の推進 

情報化統括責任者（CIO）の指揮の下、業務プロセス全般について不断の見直し

を行い、業務・システムに係る最適化の推進、調達についての精査を行う。 

効率的な業務運営を実現するため、デジタル・トランスフォーメーション（Ｄ

Ｘ）等を活用した業務システム整備に取り組む。 

その際、「情報システムの整備及び管理の基本的な方針」（令和３年12月24日

デジタル大臣決定）にのっとり、情報システムの適切な整備及び管理を行う。 

なお、業務の効率化、人件費の効率化等の可能性を検討する際、研究者等への

サービス低下を招かないように配慮する。 

また、情報セキュリティの確保や個人情報の保護を徹底した上で、振興会の諸

事業に係る情報を一元的に集積・管理する体制を整備するとともに、事業横断的

な分析を可能とするための情報の整理に取り組む。 

公募事業については、研究者、審査委員及び大学等研究機関の負担を軽減し、

業務を効率的に実施するため、ＤＸ等を推進する。その際、応募や審査に係る機

密性の高い情報を保護するため、情報セキュリティを確保する。 

公募事業の応募手続き及び審査業務については、必要に応じ、「電子申請シス

テム」の整備・改修を行う。なお、府省共通研究開発管理システムと共通する機

能については、業務効率化の観点から十分な検証を行い、重複開発を行わないよ
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うに調整を図る。 

 

Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

１ 予算（中期計画の予算） 

別紙１－１～１－４のとおり 

 

２ 収支計画 

別紙２－１～２－４のとおり 

 

３ 資金計画 

別紙３－１～３－４のとおり 

 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

短期借入金の限度額は69億円とする。短期借入が想定される事態としては、運営

費交付金の受入れに遅延が生じた場合である。 

 

Ⅴ 重要な財産の処分等に関する計画 

重要な財産を譲渡、処分する計画はない。 

 

Ⅵ 剰余金の使途 

振興会の決算において剰余金が発生した時は、広報・情報提供の充実、調査・研

究の充実、情報化の促進及び不測の事態への対応等に充てる。 

 

Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項等 

１ 内部統制の充実・強化 

法令等の遵守を徹底しつつ業務を行い、『「独立行政法人の業務の適正を確保

するための体制等の整備」について』（平成26年11月28日総務省行政管理局長通

知）に基づき、業務方法書に定めた事項を着実に運用するとともに、理事長のリ

ーダーシップの下で適切な業務運営を図るための規程を整備する。また、内部監

査等により内部統制が適切に運用されているか継続的に点検・検証し、必要に応

じて改善する。 

 

２ 情報セキュリティの確保 

「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」や、サイバーセキ

ュリティ戦略本部が実施する監査において特定される課題を踏まえ、振興会の情報

セキュリティ・ポリシーを適時見直すとともに、研修の実施やシステム監査の実施

等、情報セキュリティ対策を推進する。 

 

３ 施設・設備に関する計画 
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施設・設備に関する計画はない。 

 

４ 人材確保・育成方針 

振興会の業務を継続的かつ発展的に遂行するため、中長期的、戦略的な視点

で、以下の取組を実施することにより振興会の核となる職員の確保・育成・充実

を図る。 

① 限られた人員での効率的・効果的な業務の遂行を実現するため、国内及び国

外研修等を実施し、職員の専門性を高めるとともに、職務に関する意識向上

を図る。 

② 職員の業績等の人事評価を定期的に実施し、その結果を処遇、人事配置等に

適切かつ具体的に反映することで、人材の効果的活用や職員の職務遂行能

力・方法の向上を図る。 

③ 大学をはじめ学術振興に関連する外部機関との人事交流を促進して、知見を

広げ内部運営に活用するとともに、博士号取得者等を含めた質の高い人材の

戦略的な確保・育成を図り、職員の意識や能力に応じた適切な人事配置を行

う。 

 

５ 業務の点検・評価の推進 

毎年度、自己点検評価を実施するとともに、学界や産業界等を代表する有識者

による外部評価体制を整備し、管理運営や各事業の実施状況等について、効率及

び効果の両面から評価を行う。また、その結果については、業務運営の改善に反

映する。 

 

６ 中期目標期間を超える債務負担 

中期目標期間を超える債務負担については、事業を効率的に実施するため、当

該期間が中期目標期間を超える場合で、当該債務負担行為の必要性及び資金計画

への影響を勘案し合理的と判断されるものについて行う。 

 

７ 積立金の使途 

前期中期目標の期間の最終事業年度における積立金残高のうち、文部科学大臣の

承認を受けた金額については、独立行政法人日本学術振興会法に定める業務の財源

に充てる。 
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[人件費見積もり] 

中期目標期間中に支出する人件費の見積もりは、4,961百万円である。 

 

[運営費交付金の算定ルール] 

毎事業年度に交付する運営費交付金(Ａ)については、以下の数式により決定する。 

Ａ(y)(運営費交付金)＝Ｂ(y)(一般管理費)＋Ｃ(y)(事業費)－Ｄ(y)(事業収入) 

Ｂ(y)(一般管理費)＝｛Ｂ(y-1)(前年度一般管理費)－Ｅ(y-1)(前年度一般管理費の

人件費)－Ｆ(y-1)(前年度公租公課)－κ1(y-1)(前年度一般

管理費本部建物借料)｝×β(消費者物価指数)×α1(一般管

理費効率化係数)＋Ｅ(y) (一般管理費の人件費)＋Ｆ(y)(公

租公課)＋ι1(新規追加・拡充一般管理経費)＋κ1(y)(一般

管理費本部建物借料)＋ζ1(当該年度特殊経費) 

Ｃ(y)(事業費)＝｛Ｃ(y-1)(前年度事業費)－Ｇ(y-1)(前年度事業費の人件費)－κ

2(y-1) (前年度事業費本部建物借料)｝×β(消費者物価指数)×

γ(業務政策係数)×α2(事業費効率化係数)＋Ｇ(y)(事業費の人件

費)＋ι2(新規追加・ 拡充事業経費)＋κ2(y)(事業費本部建物借

料)＋ζ2(当該年度特殊経費) 

Ｄ(y)(事業収入)＝Ｄ(y-1)(前年度事業収入)×η(事業収入政策係数)×θ(収入調

整係数) 

 

各経費及び各係数値については、以下のとおり。 

Ａ(y)：運営費交付金 

Ｂ(y)：運営費交付金額の一般管理費 

Ｃ(y)：運営費交付金額の事業費 

Ｄ(y)：事業収入 

Ｅ(y)：一般管理費の人件費（退職手当を含む）＝Ｅ(y-1)(前年度一般管理費の人

件費)×δ(人件費調整係数) 

Ｆ(y)：公租公課 

Ｇ(y)：事業費の人件費（退職手当を含む）＝Ｇ(y-1)(前年度事業費の人件費)×δ

(人件費調整係数) 

κ1(y)：当該事業年度における一般管理費に計上する本部建物借料。 

κ2(y)：当該事業年度における事業費に計上する本部建物借料。 

α1：一般管理費効率化係数。中期目標に記載されている一般管理費に関する削減

目標を踏まえ、各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における

具体的な係数値を決定。 

α2：事業費効率化係数。中期目標に記載されている削減目標を踏まえ、各事業年

度の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な係数値を決定。 

β：消費者物価指数。各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具

体的な係数値を決定。 
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γ：業務政策係数。各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具

体的な係数値を決定。  

δ：人件費調整係数。各事業年度予算編成過程において給与昇給率等を勘案し、当

該事業年度における具体的な係数値を決定。 

ζ1：当該事業年度における一般管理費に計上する特殊経費。事故の発生、退職者

の人数の増減、法令改正等に伴い必要となる措置等の事由により当該年度に

限り時限的に発生する経費であって、運営費交付金算定ルールに影響を与え

うる規模の経費。これらについては、各事業年度の予算編成過程において具

体的に決定。 

ζ2：当該事業年度における事業費に計上する特殊経費。事故の発生、退職者の人

数の増減、法令改正等に伴い必要となる措置等の事由により当該年度に限り

時限的に発生する経費であって、運営費交付金算定ルールに影響を与えうる

規模の経費。これらについては、各事業年度の予算編成過程において具体的

に決定。 

η：事業収入政策係数。過去の実績を勘案し、各事業年度の予算編成過程におい

て、当該事業年度における具体的な係数値を決定。 

θ：収入調整係数。過去の実績における事業収入に対する収益の割合を勘案し、各

事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な係数値を決

定。 

ι1：新規追加・拡充一般管理費。新規に追加されるもの、拡充分など、社会的・

政策的需要を受けて実施する事業に伴い増加する一般管理費。各事業年度の

予算編成過程において具体的に決定。 

ι2：新規追加・拡充事業費。新規に追加されるもの、拡充分など、社会的・政策

的需要を受けて実施する事業のため増加する事業費。各事業年度の予算編成

過程において具体的に決定。 

 

[中期計画予算の見積りに際し使用した具体的係数及びその設定根拠等] 

上記算定ルール等に基づき、以下の仮定の下に試算している。 

・運営費交付金の見積りについて、公租公課、新規追加・拡充事業経費、本部建物

借料及び特殊経費については各事業年度の予算編成過程において具体的に決定す

るが、ここでは、各事業年度において便宜的に令和４事業年度の値を用いてい

る。またα1（一般管理効率化係数）を各事業年度 1.0％の縮減、α2（事業効率化

係数）を各事業年度 1.0％の縮減とし、θ（収入調整係数）は一律 1として試算。 

・物件費の見積りについて、β（消費者物価指数）は変動がないもの（±0%）と

し、γ（業務政策係数）は一律 1として試算。 

・人件費の見積りについて、δ（人件費調整係数）は変動がないもの（±0%）と

し、退職者の人数の増減等がないものとして試算。 

・事業収入の見積もりについては、η（事業収入政策係数）は据え置き（±0%）と

して試算。  
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